
令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
青
嶺
俳
句
会
か
ら

水
野
露
草
　
選
評

▪
特
選
の
部

深
吉
野
の
山
河
麗
し
夏
来
た
る	

伊
藤
志
津
子

　

評

　

深
吉
野
と
呼
ば
れ
て
い
る
東
吉
野
は
、一
口
に
言
っ

て
無
垢
の
自
然
が
あ
る
。

　

山
し
か
り
、
川
し
か
り
、
住
む
人
し
か
り
で
あ
る
。

　

作
者
は
、
こ
ん
な
自
然
の
中
に
生
活
し
、
夏
が
来

た
よ
ろ
こ
び
を
「
麗
し
」
の
措
辞
で
表
現
し
て
い
る
。

夢
淵
に
草
の
息
吹
か
風
薫
る	

秋
吉　

正
朝

　

評

　

高
見
川
四
郷
川
日
裏
川
の
三
川
が
合
流
す
る
と
こ

ろ
を
夢
淵
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

そ
の
昔
、
夢
に
現
れ
た
天
神
の
教
え
に
よ
り
、
神

武
天
皇
が
厳い

つ

瓫へ

を
沈
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

作
者
は
、
夢
淵
を
渡
っ
て
く
る
風
が
草
か
ら
発
し

た
息
吹
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

感
覚
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
句
で
あ
る
。

岩
越
ゆ
る
し
ぶ
き
き
ら
り
と
夏
に
入
る	

池
田
美
砂
子

　

評

　
「
夏
に
入
る
」
は
二
十
四
節
気
の
一
つ
で
、
夏
の
初

め
の
日
を
い
う
。

　

作
者
は
、
岩
を
超
え
た
し
ぶ
き
が
光
っ
た
瞬
間
を

捉
え
て
立
夏
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

　

作
句
は
、
物
を
見
て
そ
の
一
瞬
を
切
り
取
る
の
が

大
事
で
あ
る
こ
と
の
好
例
で
あ
る
。

▪
準
特
選
の
部

桜
の
実
捨
へ
り
山
の
小
学
生	

濱
田
貴
美
子

若
葉
谷
山
改
め
の
墨
書
か
な	

前
田　

景
子

初
夏
の
風
大
樹
を
揺
ら
し
目
覚
め
け
り	

宮
崎　

利
一

▪
佳
作
の
部

色
も
香
も
見
た
目
も
良
く
て
豆
の
飯	

伊
藤
志
津
子

ひ
と
山
を
天
蓋
に
し
て
藤
の
花	

松
谷　

忠
則

ひ
と
雨
に
青
葉
若
葉
の
み
ず
み
ず
し	

宮
崎　

成
子

空
耳
か
と
も
聞
き
澄
ま
す
ほ
と
と
ぎ
す	

池
垣　

昭
美

銀
髪
の
師
を
偲
び
を
り
浦
島
草	

濱
田
貴
美
子

深
吉
野
の
朱
き
吊
橋
懸
藤	

辻　

佐
和
子

二
三
枚
田
の
神
護
る
植
田
か
な	

前
田　

景
子

明
日
は
早
や
父
の
命
日
茄
子
を
植
ゑ	

宮
下　

俊
二

高
見
山
背
に
し
て
植
ゑ
る
夏
野
菜	

宮
崎　

利
一

ひ
と
つ
ば
た
ご
咲
き
て
鳥
声
弾
み
け
り	

池
田
美
砂
子

坂
道
の
て
す
り
錆
色
桜
の
実	

秋
吉　

正
朝

つ
ば
め
飛
ぶ
田
毎
の
水
面
す
れ
す
れ
に	

秋
吉　

雅
子

い
そ
い
そ
と
輪
島
朝
市
あ
い
の
風	

川
村　

貞
子

▪
入
選
の
部

濃
淡
の
新
緑
の
山
峠
道	

伊
藤
志
津
子

み
ど
り
ご
の
夢
膨
み
て
新
樹
光	

松
谷　

忠
則

山
里
に
鯉
の
靡
き
て
端
午
の
日	

松
谷　

忠
則

藤
の
花
匂
ふ
夜
風
に
吹
か
れ
た
る	

宮
崎　

成
子

藍
々
と
五
月
の
空
の
か
が
や
か
に	

宮
崎　

成
子

柏
餅
先
づ
は
供
へ
て
葉
の
匂
ひ	
池
垣　

昭
美

芍
薬
の
開
く
と
言
ふ
に
雨
と
な
る	
池
垣　

昭
美

芳
香
を
両
手
に
囲
む
朴
の
花	
濱
田
貴
美
子

朴
の
花
旗
ひ
る
が
へ
る
村
役
場	

辻　

佐
和
子

藤
房
の
先
が
川
面
に
届
き
さ
う	

辻　

佐
和
子

木
苺
の
熟
れ
し
を
つ
ま
み
皆
笑
顔	

前
田　

景
子

高
見
山
透
か
せ
見
せ
た
る
若
楓	

宮
下　

俊
二

苔
石
に
お
は
ぐ
ろ
と
ん
ぼ
翅
を
閉
ぢ	

宮
下　

俊
二

下
界
と
は
三
度
違
ひ
て
更
衣	

宮
崎　

利
一

若
葉
し
て
な
ほ
お
ほ
ら
か
に
高
見
山	

池
田
美
砂
子

書
を
読
み
て
散
歩
も
少
し
五
月
闇	

秋
吉　

正
朝

瑞
々
し
葉
桜
の
下
の
若
人
は	

秋
吉　

雅
子

山
若
葉
灯
の
ご
と
き
花
の
あ
り	

秋
吉　

雅
子

一
隅
に
今
年
も
咲
け
り
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

	

川
村　

貞
子

草
む
ら
に
浦
島
草
の
咲
き
出
せ
り	

川
村　

貞
子

祝
賀
の
ご
報
告

　

令
和
五
年
五

月
二
十
七
日
開

催
の
俳
人
協
会

第
五
十
八
回
関

西
俳
句
大
会
で

青
嶺
俳
句
会
の

池
田
美
砂
子
さ

ん
が
大
会
賞
を

受
賞
さ
れ
ま
し

た
。

大
賞
句

宵
積
み
を

　

高
く
初
荷
の

　
　

吉
野
杉

　

初
荷
と
は
、

正
月
の
初
商
い

用
に
荷
を
美
し

く
飾
っ
て
送

り
出
す
こ
と
で

広 報 ひ がしよし の 令和５年７月１日
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す
。

　

掲
句
は
、
前
日
の
宵
、
ト
ラ
ッ
ク
に
高
々
と
積
み
上
げ
た
吉
野
杉
を
何
台
か
の
ト

ラ
ッ
ク
が
連
な
り
、
山
間
の
道
路
を
進
ん
で
行
く
深
吉
野
の
正
月
の
風
景
を
詠
ん
で

い
ま
す
。

　

吉
野
杉
に
初
荷
の
旗
を
立
て
、
晴
れ
晴
れ
と
通
り
抜
け
て
行
く
ト
ラ
ッ
ク
の
様
子

を
、
ま
ぶ
し
く
見
送
っ
て
い
る
作
者
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

池
田
さ
ん
は
、
青
嶺
俳
句
会
で
研
鑽
を
積
ま
れ
、
此
の
度
は
俳
句
界
の
登
竜
門
で

あ
る
関
西
俳
句
大
会
の
大
会
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
の
は
真
に
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と

で
あ
り
、
青
嶺
俳
句
会
の
誇
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
益
々
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

短
歌
の
部
　
一
般
投
句
か
ら

子
の
住
め
る
田
圃
蛙
の
合
唱
も

歌
へ
と
変
へ
て
眠
り
に
つ
く
ら
し	

福
井
メ
イ
子

梅
雨
寒
し
車
窓
に
写
る
新
緑
の

揺
ら
ぐ
中
よ
り
青
き
空
見
ゆ	

福
井
メ
イ
子

雨
の
日
は
祖
母
な
つ
か
し
み
芋
掘
れ
ば　

母
を
偲
び
て
夏
は
来
に
け
り	

浦
田
由
美
子

さ
さ
や
か
な
山
の
暮
ら
し
の
明
け
暮
れ
に

我
が
相
棒
の
小
さ
き
畑	

浦
田
由
美
子

青
嵐
は
叩
く
幼
が
落
書
き
の

文
字
が
残
れ
る
納
屋
の
板
戸
を	

浦
田
由
美
子

音
羽
山
観
音
寺
住
職
訪
ね
し
を

笑
顔
あ
ふ
れ
る
卯
年
生
ま
れ
の
方	

辻　

由
美
子

「
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
で
、
ま
あ
い
い
か
」
そ
う
ね

そ
れ
で
い
い
の
ね
、
私
酉
年
生
ま
れ	

辻　

由
美
子

広 報 ひ がしよし の令和５年７月１日
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�【昔の東吉野村や四郷の写真、発見！】
　旧四郷小の一室に、四郷小時代、またそ
れ以前の貴重な資料が集められた部屋があ
ります。その中から四郷小の当時の写真や、
統合前の八幡小学校や当時の子供たち、行
事の様子などが収められた写真がたくさん
出てきました。
　「自分の父母、親戚などが映っている。」
という方もおり、当時を知る人にとっては
より一層思い出深いものばかりです。この
貴重な写真を、どうしていくのか？これも
旧四郷小の今後の楽しみな展開の一つでも
あります。
　いつでも見ていただけるように簡易的な閲覧スペースを設けておりますので、ぜひ見に来て
ください。
　そして、７月と８月は毎年夏休みに奈良女子大学が主催している野外体験学習があります！

【夏休み（親子向け）野外体験学習】
東吉野村野外体験実習（７月）
林業体験：７月２２日（土）
　　　　　１２：００～１６：３０
申込期間：７月１日～７月１４日

�

東吉野村野外体験実習（８月）
川の環境について学ぶ：８月９日（水）
　　　　　　　　　　　１１：００～１６：００
申込期間：７月１日～７月２５日

　いずれも対象は小１～中３の児童生徒とその保護者、募集人数は２４名です。参加申し込み
は各回それぞれの申し込み期間中に、共生科学研究センターのホームページ　http://www.
nara-wu.ac.jp/kyousei/　または各回のQRコードから行ってください。

広 報 ひ がしよし の 令和５年７月１日
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　こんにちは！奈良女子大学（社会連携センター）の特任助教を務めております大谷です。
先月の活動報告と今後のイベント情報をお知らせいたします。

【６月９日（金）第二回座談会開催しました！】
　４月より、みなさんと旧四郷小のこれから、そして東吉野村のこれからを考えていく「座談会」
を始めました。隔月開催しておりまして、二回目の開催となる前回は先月の９日（金）に開催し
ました。
　四郷地域に限らず、
村内のみなさま、役
場のみなさま、そし
て奈良女子大学より
酒井教授も旧四郷小
に足を運んでいただ
き活発な意見交流の
時間となりました。
　旧四郷小が今後どのように動いていくのか、自分たちで
考え、動き、場所を作る。そんないい機会になっているの
ではと感じております。お忙しい中時間を作ってご参加い
ただいたみなさまに感謝いたします。
　次回は８月４日（金）９時３０分～１０時３０分の予定
です。お子様を連れて、また見学がてらのご参加など大歓迎です。ぜひご参加ください。
�

【みんなで掃除の日、始動！】
　座談会以外にも、《みんなで掃除の日》を設け動き出しています。先日も地域の方や四郷地
区以外の方も参加してくださり、教室の中の床掃除や、旧四郷小に続く道の草引きや伐採など、
それぞれ自分たちができるところを綺麗にしました。
　掃除が終わったら、みなさんが持ち寄ってくださった差し入れ
で休憩をしながらたのしいひと時を過ごしました。
　何よりこうして旧四郷小に心を寄せてくださっていることを嬉
しく思います。
　ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。
《みんなで掃除の日》
　次回は７月３日（月）１０時～１１時の予定です。
　どなたでもご参加お待ちしております。

旧四郷小からこんにちは！奈良女子大学の活動報告旧四郷小からこんにちは！奈良女子大学の活動報告

広 報 ひ がしよし の令和５年７月１日
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奈良年金事務所
奈良市芝辻町4-9-4

☎0742-35-1371㈹

桜井年金事務所
桜井市大字谷88-1

☎0744-42-0033㈹

大和高田年金事務所
大和高田市幸町5-11

☎0745-22-3531㈹

国民年金に関するお問い合わせは、税務保険課、または最寄りの年金事務所まで。
日本年金機構ホームページ　www.nenkin.go.jp/

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部納付・法定免除※）・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を
受けられた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなりま
す。
　そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、１０年以内であれば、これらの期間の
保険料をさかのぼって納める（追納する）ことができます。
※�障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間などは、本人からの届出により国
民年金保険料が全額免除されます。これを法定免除といいます。

免除の承認を受けた年度の保険料を令和５年度中に追納する場合の額

免除等を受けた期間

追納保険料額（円）

全額免除
法定免除
若年者納付猶予
学生納付特例

３／４免除 半額免除 １／４免除

平成２５年４月～２６年３月分 １５，１９０円 １１，３９０円 ７，６００円 ３，８００円

平成２６年４月～２７年３月分 １５，３４０円 １１，５１０円 ７，６７０円 ３，８３０円

平成２７年４月～２８年３月分 １５，６７０円 １１，７５０円 ７，８３０円 ３，９２０円

平成２８年４月～２９年３月分 １６，３３０円 １２，２４０円 ８，１６０円 ４，０８０円

平成２９年４月～３０年３月分 １６，５４０円 １２，４１０円 ８，２６０円 ４，１３０円

平成３０年４月～３１年３月分 １６，３７０円 １２，２７０円 ８，１９０円 ４，０９０円

平成３１年４月～令和２年３月分 １６，４３０円 １２，３２０円 ８，２１０円 ４，１００円

令和２年４月～令和３年３月分 １６，５４０円 １２，４００円 ８，２７０円 ４，１３０円

令和３年４月～令和４年３月分 １６，６１０円 １２，４６０円 ８，３００円 ４，１５０円

令和４年４月～令和５年３月分 １６，５９０円 １２，４４０円 ８，２９０円 ４，１５０円

☆追納のお申し込みはお近くの年金事務所までお願いします。

〜国⺠年⾦保険料の免除期間・納付猶予期間がある⽅へ〜

国⺠年⾦保険料の追納をおすすめします！

広 報 ひ がしよし の 令和５年７月１日

20



公費
（国 ･都道府県 ･
  市町村の負担金）
５０％６５歳以上の

方の保険料
２３％

４０歳以上
６４歳の
方の保険料
２７％

 

保険料を納めないでいると・・・
　特別な理由もないのに保険料を納めないでいると、
滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合
があります。介護が必要となったときのためにも、保
険料はきちんと納めましょう。
※災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められ
なくなったときには、徴収の猶予や減額、免除を受
けられる場合もありま
す。保険料の納付が難
しいときは、そのまま
にせず担当窓口までご
相談ください。

●介護サービスを利用していないのに ･･･
　原則として、４０歳以上の人は全員が保険料を
支払います。介護保険は、支え合いの制度です。
いつか介護が必要になったときに安心して介護
サービスを利用するためにも、納付にご協力をお
願いします。
●納付方法って選べないの？ 
　介護保険料は、年金の受給額によって納め方が
法律で定められています。納め方を個人で選択す

　
ることはできませんので、村からの通知にした
がって、決められた方法で納付をお願いします。
●地域によって保険料が違うのは？
　６５歳以上の人の保険料は、各市区町村でかか
る介護サービス費用などに基づいて決まります。
　そのため、介護サービスの内容や６５歳以上の
人口の違いなどによる保険料の差が生じるのです。

１年以上滞納すると
　サービス利用料がいったん全額自己負担と
なり、申請によりあとで保険給付分（９割）
が支払われます。
１年６ヶ月以上滞納すると
　保険給付の一部または全部が一時的に差し
止めとなります。
２年以上滞納すると
　利用者負担が１割から３割に引き上げられ
たり、高額介護サービス費（利用者負担が一
定額を超えた場合に支給される）が受けられ
なくなったりします。

『介護保険の財源』 介護保険の運用に必要な財源は、国、都道府県、市区町村が半分を負担し、
残りの半分を介護保険加入者が保険料として負担することになります。

◎介護保険料が決定されます。

◎みなさまの保険料が介護保険制度を支えています。

　７月初旬に、今年度のみなさまの保険料を決定します。
　決定後、みなさまに通知書を送付させていただきます。保険料の決定基準については、通知書に同封さ
せていただきます。
※介護保険料の納付方法は、特別徴収（年金による納付）と普通徴収（納付書等による納付）の２種類に
分けられます。（原則特別徴収で、本人の希望により普通徴収に変更することはできません。）

　 通知書の期別保険料額欄の特別徴収に金額が記載されている方は年金より納付いただくことになります
ので、改めて納付いただく必要はありません。また、普通徴収に金額が記載されている方は、同封の納
付書により納付ください。（口座振替の申請をされている方は、納付書は入っておりません。）

保険料の納付にご協力をお願いします。

ここがポイント！介護保険料

介護サービス
費用の利用者
負担分（費用の１割、
２割または３割）

お問い合わせ先　住民福祉課（４２ｰ０４４１）

介護保険のお知らせ介護保険のお知らせ
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令和５年度の村国民健康保険税額が決定されます
　７月初旬に、国民健康保険に加入するすべての方の令和５年度国民健康保険税額を、令和４年中の所
得に基づき決定されます。決定後、みなさまに『納税通知書』を送付させていただきます。
※�国民健康保険税は、被保険者のみなさんが、病気やケガをしたときの医療費にあてられる大切な財源
です。被保険者のみなさんは、医療を受ける「権利」と同時に、保険税を納める「義務」があります。
※保険税は、期限内に必ず納めてください。

村国民健康保険税の税率は下記のとおりです

区分 所得割 均等割
（１人あたり）

平等割
（１世帯あたり） 限度額

医療分 ７．５％ ２５，５５０円 １９，９２５円 ６５０，０００円
後期高齢者
支援金分 ３．２％ １０，９５０円 ８，３００円 ２２０，０００円

介護分 ３．３％ １９，１００円 １７０，０００円
※保険税は、所得に応じて軽減措置があります。

国民健康保険税の軽減措置
　所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険税が軽減されます。
　（１）均等割額、平等割額の軽減
　�　国民健康保険の世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額の合計が下記の基準を下回る場合
は、基準に合わせて軽減が受けられます。
　　７割軽減：世帯の国保加入者の合計所得が
　　　　　　　４３万円＋１０万円×（年金・給与所得者の数－１）以下の場合
　　５割軽減：世帯の国保加入者の合計所得が
　　　　　　　�４３万円＋１０万円×（年金・給与所得者の数－１）+（２９万円×（加入者数））以下

の場合
　　２割軽減：世帯の国保加入者の合計所得が
　　　　　　　�４３万円＋１０万円×（年金・給与所得者の数－１）+（５３．５万円×（加入者数））以

下の場合
　◎軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。
�　（擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです）
　※必ず所得の申告を行ってください。
　　�　未申告の場合、軽減措置等に必要な所得区分の判定がおこなえず、保険税及び医療費が高額になっ
たときの軽減等が受けられなくなります。

納付には、便利な口座振替をご利用ください
★口座からの引き落とし日　７月～翌年２月　各月の２５日

　（２５日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。）

高齢受給者証の更新について（７０歳以上の方）
　現在お持ちの『高齢受給者証』の有効期限は、令和５年７月３１日までとなっています。
　現在７０歳以上７５歳未満の方および令和５年７月中（８月１日含む）に７０歳になられる方には令
和４年中の所得に基づき一部負担金の割合を決定した『高齢受給者証』を７月下旬に送付します。
　令和５年８月以降に７０歳に到達される方には、誕生日の翌月（１日生まれは誕生月）に送付します。

お問い合わせ先　税務保険課（４２ｰ０４４１）

国民健康保険のお知らせ国民健康保険のお知らせ
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子ども・障害者・ひとり親・精神医療費受給資格者証の更新について
　現在使用されている各医療費受給資格証の有効期限は、７月３１日までとなっています。
　対象の方には６月に申請書を送付しています。申請がまだの方は、手続きをお願いします。
　受給資格審査の結果、資格のある方には、７月中に『医療費受給資格証』を送付します。
　※助成要件を満たす方で申請書が届いていない方は、税務保険課までお問い合わせください。

重度の医療費受給資格について
　重度の医療費助成者には、他の医療制度で使用している医療費受給資格証は発行していませんが、他の制度と同
じく資格の有効期限が７月３１日までとなっています。
　対象者の方には同じく申請書を送付しています。申請がまだの方は、手続きをお願いします。
　※助成要件を満たす方で申請書が届いていない方は、税務保険課までお問い合わせください。

福祉医療費助成制度等の概要
１．制度名
子ども 子ども医療費助成制度　
心障 心身障害者医療費助成制度　　

ひとり親 ひとり親家庭等医療費助成制度
精神 精神障害者医療費助成制度
重度 重度心身障害老人等医療費助成制度

２．助成要件
　国民健康保険又は社会保険に加入の方及び社会保険
の被扶養者で各制度ごとの要件すべてにあてはまる方
が対象となります。

子ども

①�東吉野村内に住所を有する子どもを主と
して養育している方
　※�子どもとは、出生の日から１８歳に達
する日以後の最初の３月３１日までの
間にある方

②所得制限なし

心障

①�村内に住所を有する１歳以上の方（後期
高齢者医療制度該当者を除く）で身体障
害者手帳（１級、２級）及び奈良県交付の
療育手帳（Ａ１、Ａ２）をお持ちの方
　※�現在、療育手帳Ａをお持ちの方も心身
障害者医療費助成の対象者です。新し
い手帳に更新されましたら、Ａの表示
からＡ１（最重度）または、Ａ２（重度）
の表示に変わります。

②�令和４年中の所得が、旧国民年金法施行
令に定める額を超えない方

ひとり親

①�村内に住所を有する方（村内に住所を有
する者に扶養又は養育されているア・イ
の児童は除く）
②次のアからエのいずれかに該当する方
　ア　�配偶者のいない１８歳未満の児童を

扶養している女子及び男子
　イ　�アに掲げる者に現に扶養されている

１８歳未満の児童
　ウ　父母のいない１８歳未満の児童
　エ　�ウの児童を養育している配偶者のい

ない女子及び男子又は婚姻をしたこ
とのない女子及び男子

③�令和４年中の所得が、児童扶養手当法施
行令に定める額を超えない方

精神

①�精神障害者手帳の１級・２級をお持ちの
方　　
②�令和４年中の所得が、旧国民年金法施行
令に定める額を超えない方

重度

①�村内に住所を有する後期高齢者医療制度
に加入の方
②次のア、イのいずれかに該当する方
　ア　�心身障害者医療費助成事業の対象と

なる方
　イ　�ひとり親家庭等医療費助成事業の対

象となる方

３．助成内容
子ども 保険医療費の自己負担相当額（※１）

心障

　１歳から１８歳の方 ････ 保険医療費の自
己負担相当額（※２）
　上記以外の方 ････ 保険医療費の自己負担
相当額（※２）から次に掲げる額を控除した
額
　・外来療養
　　診療報酬明細書ごとに　　�５００円　
　・入院療養
　　診療報酬明細書ごとに　１，０００円
　　（１４日未満の入院の場合５００円）

ひとり親

　０歳から１８歳の方 ････ 保険医療費の自
己負担相当額（※２）
　上記以外の方 ････ 保険医療費の自己負担
相当額（※２）から次に掲げる額を控除した
額
　・外来療養
　　診療報酬明細書ごとに　　�５００円　
　・入院療養
　　診療報酬明細書ごとに　１，０００円
　　（１４日未満の入院の場合５００円）

精神

　保険医療費の自己負担相当額（※２）から
次に掲げる額を控除した額
　・外来療養
　　診療報酬明細書ごとに�　　５００円　
　・入院療養
　　診療報酬明細書ごとに　１，０００円
　　（１４日未満の入院の場合５００円）

重度

　保険医療費の自己負担相当額（※２）から
次に掲げる額を控除した額
　・外来療養
　　診療報酬明細書ごとに�　　５００円　
　・入院療養
　　診療報酬明細書ごとに　１，０００円
　　（１４日未満の入院の場合５００円）

※１　�入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する
額を除く

※２　�入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担
額に相当する額を除く

お問い合わせ先　税務保険課（４２－０４４１）

福祉医療等のお知らせ福祉医療等のお知らせ
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◎集合健診を受診されていない方へ、個別健診の受診券を送付します。

★特定健康診査・後期高齢者健康診査について
　○個別健診について
　　実 施 期 間　　令和５年７月～令和６年３月３１日（受診券は７月中に送付します。）
　　対　象　者　　東吉野村国民健康保険加入者で４０歳以上の方
　　　　　　　　　　（今年度４０歳になる方も含みます）
　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険加入者
　　実 施 内 容　　診察、血液検査、尿検査、血圧測定、身体計測、心電図
　　自 己 負 担　　無料
　　お申し込み　　�対象者に受診券を送付いたしますので、受診前に下記医療機関へ直接お申し込み

ください。
　　実施医療機関　　�村内　米田医院、下間医院　及び　県内医療機関（受診できない医療機関があり

ますので事前に役場税務保険課にお問い合わせください。）
お問い合わせ先　税務保険課（４２ｰ０４４１）

★若年者健康診査について
　○個別健診について
　　実 施 期 間　　令和５年７月～令和６年３月３１日（受診券は７月中に送付します。）
　　対　象　者　　東吉野村国民健康保険加入者で２０歳以上３９歳以下の方
　　　　　　　　　　（今年度２０歳になる方も含みます）
　　実 施 内 容　　診察、血液検査、尿検査、血圧測定、身体計測、心電図
　　自 己 負 担　　無料
　　お申し込み　　�対象者に受診券を送付いたしますので、受診前に下記医療機関へ直接お申し込み

ください。
　　実施医療機関　　村内　下間医院
　　　　　　　　　　上記以外の医療機関では受診できません。

お問い合わせ先　税務保険課（４２ｰ０４４１）

★生活保護受給者個別健康診査について
　○個別健診について
　　実 施 期 間　　令和５年７月～令和６年３月３１日
　　対　象　者　　村内在住で、生活保護を受給している２０歳以上の方
　　　　　　　　　　（今年度２０歳になる方も含みます）
　　実 施 内 容　　診察、血液検査、尿検査、血圧測定、身体計測、心電図
　　自 己 負 担　　無料
　　お申し込み　　希望者は、必ず住民福祉課へお申し込みください。受診券をお渡しします。
　　　　　　　　　　※受診券がなければ受診できませんのでご注意ください。
　　実施医療機関　　村内　下間医院
　　　　　　　　　　上記以外の医療機関では受診できません。

お問い合わせ先　住民福祉課（４２ｰ０４４１）

※個別健診又は集合健診どちらか一方となり二回目は個人負担となります。

※医療機関によって実施期間が異なりますので、必ず事前に受診先へお問い合わせください。

健診についてのお知らせ健診についてのお知らせ

広 報 ひ がしよし の 令和５年７月１日
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１　遺言書の紛失、改ざんの防止

２　家庭裁判所の検認不要

３　相続人等への保管の通知

４　保管手数料３，９００円

●�今のうちから、相続した土地・

　建物の相続登記をしましょう！

●�今なら、相続登記の免税措置も、

　拡大されています

●�相続の際、遺産分割をきちんと

　済ませましょう！

遺言書保管制度

あなたと家族をつなぐ相続登記

法務省ホームページ

法務省ホームページ

あなたの遺言書、法務局が守ります

※正当な理由がなく義務に違反した場合、
　　　　　１０万円以下の過料が科されることがあります。

遺言書の内容遺言書の内容についてはについては

法律の専門家法律の専門家へのへの
相談をお願いします相談をお願いします

手続手続にはには

予約予約が必要です！！が必要です！！

相続・登記の相続・登記の

専門家への相談専門家への相談
もご検討くださいもご検討ください

登記の手続は登記の手続は

法務局のホームページ法務局のホームページをを

ご覧くださいご覧ください

あなたの遺言を
きちんと

伝えるための
制度です

遺言書を
作成して

相続手続を
スムーズに

自筆証書遺言書保管制度自筆証書遺言書保管制度

令和６年４月１日から相続登記の令和６年４月１日から相続登記の
申請が義務化 ( ※ ) されます！申請が義務化 ( ※ ) されます！

お問合せは

奈良地方法務局桜井支局まで
ＴＥＬ�０７４４–４２–２８９６

お問合せは奈良地方法務局まで
ＴＥＬ�０７４２–２３–５２３０

広 報 ひ がしよし の令和５年７月１日
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募集期間　７月３日（月）～７月２１日（金）
掲載内容　①店舗写真　②店舗名　③住所　④電話番号　⑤営業時間　⑥定休日等
※�掲載条件及び申請方法、掲載イメージ等の詳細については、下記の東吉野村ホームページでご確認く
ださい。
　また、現在掲載中の店舗については、別途掲載継続に係る確認をいたします。
東吉野村HP　http//www.vill.higashiyoshino.nara.jp/
お問い合わせ先　地域振興課（４２－０４４１）

　患者サロンは、がん患者や家族同士が悩みや不安を語り合うことができ、ピアサポーターと同じ体験
をした仲間が集う場です。はじめての方もぜひご参加ください。
日　　時　７月２８日（金）　１３時３０分～１５時３０分
場　　所　吉野保健所２階　大会議室（下市町新住１５－３）
内　　容　交流会
　　　　　＊�当日は、南奈良総合医療センター　がん相談員（がん性疼痛看護認定看護師）も参加します。
対　　象　県内に居住されているがん患者・家族
お申し込み　電話またはFAX
　　　　　　住所、氏名、電話番号、参加人数を下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
　　　　　　※参加無料です
お問い合わせ先　吉野保健所　健康増進課　地域保健第三係
　　　　　　　　ＴＥＬ　０７４７―６４－８１３４（月～金《休日除く》９時～１７時）
　　　　　　　　ＦＡＸ　０７４７－５２－７２５９

開催日時
開催場所 説明会等の名称等 事前予約期限 備　考

年月日 時間

7.19（水）

14：00 ～
16：00

〒639-3194
吉野町丹治200番1
（吉野税務署2階会
議室）

・インボイス制度
　説明会
・登録要否相談会

7月14日（金）
17時まで

※�登録要否相談会は、
予約受付順にご案内
するため、ご案内ま
でお待ちいただく場
合があります。

8.2（水）
7月28日（金）
17時まで

8.23（水）
8月18日（金）
17時まで

9.6（水）
9月1日（金）
17時まで

9.29（金）
9月22日（金）
17時まで

説明会・相談会は事前予約制です。（お早めにご予約願います）
申込・お問い合わせ先　吉野税務署　法人課税部門　ＴＥＬ�０７４６－３２－３３８５（代表）
　　　　　　　　　　　※音声ガイダンスに従って「２」を選択してください。

東吉野村観光パンフレット「love letter」に新しく掲載する店舗を募集します東吉野村観光パンフレット「love letter」に新しく掲載する店舗を募集します

がん患者サロン「よしの」の開催についてがん患者サロン「よしの」の開催について

消費税インボイス制度説明会・登録要否相談会を開催します！！消費税インボイス制度説明会・登録要否相談会を開催します！！
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　奈良県では、毎年7月を「差別をなくす強調月間」と定め、あらゆ

る差別をなくすためのさまざまな取組を行っています。

　身近な差別をなくすため、一人ひとりが人権問題を正しく理解し、

日常生活において差別を見抜く力を養い、人権感覚を磨くことが大

切です。

　すべての人が「生まれてきてよかった」と実感できる「差別のない

明るい東吉野村」をめざし、人権尊重のむらづくりを進めましょう。

東吉野村における取組

◆差別をなくす村民集会

　【日時】　７月１１日（火）　午後１時～午後３時２５分（終了予定）

　【場所】　東吉野村住民ホール

◆人権・行政相談

　【日時】　７月２０日（木）　午前１０時～正午

　【場所】　東吉野村中央公民館　１階事務室

７月１日～３１日

“犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ”
　“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たち

の更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安

心な明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。

�　奈良県においては、「青少年の非行・被害防止運動」「差別をなくす強調月間」及び「奈良県

人権施策に関する基本計画」を実施する関係機関・団体と緊密に連携しながら、地域に根ざした、

幅広い活動を展開することにより、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支えるとともに、人権が

尊重され、差別されることがない、青少年が健全に育成される、住民同士が共に支え合う、明

るい地域づくりの実現を図ろうとするのが、社会を明るくする運動です。

　毎年７月を、この運動の強調月間としています。

7 月は「差別をなくす強調月間」です7 月は「差別をなくす強調月間」です

第 73 回“社会を明るくする運動”第 73 回“社会を明るくする運動”
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　電気・ガス・食料品等の価格高騰による影響を受けている、村民のみなさまや店舗等の事業者のみな
さまを支援し、地域の振興を図ることを目的に、東吉野村では、東吉野村の住民基本台帳に記録されて
いる全ての方に対して、村内で期間限定で使用できる「村民生活応援券」を発行します。
　５００円のお買い物・サービスで５００円の応援券１枚が使用できます。
ぜひご活用ください。

≪村民生活応援券の概要≫

・実 施 主 体　東吉野村
・配布対象者　令和５年６月１日時点で東吉野村の住民基本台帳に記録されている全ての方
　　　　　　　（令和５年６月２８日までに転出した方は除きます）
・配 布 方 法　特定記録郵便による郵送
・配布開始日　令和５年６月２９日
・配 布 金 額　１人あたり５００円券×１０枚＝合計５，０００円分
・使 用 期 間　令和５年７月１日～令和６年１月３１日
・使 用 方 法　�事前に登録された、村内の事業所・店舗等において、５００円のお買い物・サー

ビスで応援券１枚が使用できます。
　　　　　　　※５００円未満でも使用できますが、おつりはでません。
　　　　　　　※一度のお買い物・サービスで複数枚の使用ができます。
　　　　　　　　�ただし、切手、商品券、ビール券、図書券、印紙等の購入や、公共料金の支払

い等には使えません。
　
　使用可能な店舗としてご登録いただける事業者も随時募集しております。詳しくは、総務企画課（４２
－０４４１）までお問い合わせください。

　住民税非課税世帯給付金（１世帯あたり３万円）は、住民税均等割非課税世帯を支援する新たな給付
金です。

支給対象となる世帯

世帯全員の令和５年度「住民税均等割が非課税」の世帯

➡
村から確認書又は申請書が届きます

　令和５年６月１日時点において住民登録のある方で該当する方に書類を送付しますので内容を確認
し必要事項を記入の上返送してください。
【提出期限】　令和５年１０月３１日（火）
　※世帯の中に令和５年１月２日以降に転入した方がいる場合は添付書類とともに申請が必要です。

臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

お問い合わせ先　住民福祉課　(４２－０４４１)

令和５年度　村民生活応援券を発行します令和５年度　村民生活応援券を発行します

令和５年度住民税非課税世帯給付金のご案内令和５年度住民税非課税世帯給付金のご案内
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避難行動要支援者名簿
登録対象者

①要介護認定3～ 5
②身体障害者手帳1級・2級
③療育手帳A
④�精神障害者保健福祉手帳
1級
⑤�75歳以上の高齢者単独世
帯
⑥①～⑤の条件に準ずる者
��以上の条件に該当する方

～あなたの大切な命を守るために～
　村では、災害時に自力で避難することが困難な方（避難行動要支援者）に対して、災害情報の提供や避難等
の手助けが地域の中で素早く、安全に行われる体制づくりを進めています。
　避難支援を希望される方の情報を名簿に登録し、個別避難計画（災害時の避難支援等の計画）を作成し地域
等と行政で情報共有し、災害時の避難支援や普段の見守りなどに役立てます。
１．登録方法は？
　　�登録を希望される方は、「調査票（兼申請書）」に必要事項を記入の上、役場
住民福祉課へご提出ください。

２．登録対象者は？
　　�登録対象者は、右図の①から⑥のいずれかに該当する方のうち、災害時にお
いて地域で支援を希望される方です。

　　�ただし、支援を受けるために必要な個人情報を避難支援等関係者へ提供する
こと等に同意が必要です。

　　次の場合は登録の必要はありません。
　　　●福祉施設等の入所者及び入院患者
　　　●同居親族の支援が受けられる方
　　　※なお、名簿への登録によって災害時の支援が必ず保証されるものではありません。
３．避難支援者とは？
　　�避難支援者とは、日頃から見守りを行ったり、災害時に避難情報の伝達や避難行動要支援者と一緒に避
難する方です。

避難支援者は、ご近所
にお住まいの方等を、
申請者本人又はご家族
で選定してください。

避難支援者本人に必ず
同意を得てください。

避難支援者が見つから
ない場合は、地域の民
生委員や自治会役員等
に相談し、避難支援者
を選定してください。

避難支援者は、ボラン
ティア精神にもとづき
支援を行うもので、法
的な責任や義務を負う
ものではありません。

お問い合わせ先　住民福祉課（４２－０４４１）

災害時要配慮者支援の取組について

お問い合わせ先　住民福祉課（４２－０４４１）

調査票（兼申請書）
の提出

避難行動要支援者対象者
に対して調査票（兼申請
書）の様式を郵送します。
ご本人の状況に合わせて
記入し、ご返送ください。

情報整理
ご返送いただいた情報を
もとに、村では、避難行
動要支援者名簿及び個別
避難計画を作成します。

避難支援者等関係
者への情報提供

村では、作成した名簿や
個別避難計画を避難支援
者等関係者と情報共有し
ます。

※�奈良県警察、奈良県広域消防組合、東吉野村区長会に加盟する自治
会、東吉野村民生児童委員協議会、東吉野村消防団その他避難支援
等の実施に携わる関係者

地域での見守り活動
や防災訓練実施

避難支援者等関係者は、
情報をもとに、地域にお
ける防災訓練や見守り活
動を実施します。

登録内容の更新
登録内容に変更があった
場合は、村住民福祉課ま
でご連絡ください。
電話�0746-42-0441

災害時の避難支援の実施
～逃げ遅れゼロいざというとき、

お互い助け合うことのできる地域へ～

避難行動要支援者名簿登録等のお願い避難行動要支援者名簿登録等のお願い
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　奈良県広域消防組合では、令和６年４月１日採用予定の消防職員を募集します。

１　募集区分　大学区分・短大区分・高校区分・救命士区分

２　募集案内詳細について

　　　令和５年７月下旬ホームページにて掲載予定

　　　（URL:https://www.naraksk119.jp）

３　お問い合わせ先

　　橿原市慈明寺町１４９番地の３

　　奈良県広域消防組合消防本部人事企画課人事係（TEL　０７４４－２０－１１１９）

１．第１次試験日

　　（１）教養試験・論（作）文試験　９月１７日（日）　

　　（２）体力試験・口述試験　１０月７日（土）、８日（日）のうち指定する１日

２．受験資格

　（１）大卒区分　�平成２年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を

除く。）を卒業した人又は令和６年３月末日までに卒業見込みの人。

　（２）大卒区分以外　�平成２年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた人で上記（１）

以外の人。

３．受付期間

　　郵送（簡易書留）・持参（下記受験申込先へ）：７月５日（水）～８月１８日（金）

　　インターネット（県警ホームページから）　　：７月５日（水）～８月１４日（月）

４．お問い合わせ・受験申し込み先

　　奈良県警察本部警務課採用係　　

　　住　所　〒６３０－８５７８　奈良市登大路町８０番地

　　ＴＥＬ　０１２０－３５１－２０４（採用フリーダイヤル）

　　ＵＲＬ　https://www.police.pref.nara.jp/

５．担当者

　　奈良県警察本部警務課採用係　植松（代表　０７４２－２３－０１１０　内線　２６２４）

令和５年度奈良県広域消防組合消防職員採用募集案内【後期】令和５年度奈良県広域消防組合消防職員採用募集案内【後期】

令和５年度警察官（第２回）採用試験について令和５年度警察官（第２回）採用試験について
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村の職員を紹介します

地域振興課 　はじめまして、地域振興課の合田と申します。

　吉野町にある奈良県フォレスターアカデミーで２年間森林や林業

のことについて学び、林務専門職として今年４月から奈良県より派

遣されました。

　法改正のタイミングと重なったこともありますが、早速皆様には

様々な点でご面倒をおかけしてしまい心苦しく感じております。

　村民の皆様の思いを林政に生かせるよう一生懸命頑張りますの

で、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

合田   憲司
Goda  Kenji

募集コース 一般曹候補生
自衛官候補生

（中途採用も含む）

対象年齢

１８歳以上３３歳未満

※�３２歳の者は、採用予定月の１日か

ら起算して３月に達する日の翌月の

末日現在、３３歳に達しない者

１８歳以上３３歳未満

※�３２歳の者は、採用予定月の１日か

ら起算して３月に達する日の翌月の

末日現在、３３歳に達しない者

受付期限 ～令和５年９月５日（火） 年間を通じて実施

試験期日 ※�受付時又は自衛隊奈良地方協力本部のホームページにてお知らせします。�

試験種目

１次　筆記試験

２次　口述試験

　　　身体検査

筆記試験

口述試験

適性検査

身体検査等

試験場所 別示 別示

お問合せ

お申込み

自衛隊奈良地方協力本部

　五條地域事務所（担当：細木、松村、大元）

　　〒６３７－０００４　五條市今井５丁目１－１２サンタウン２階

　　ＴＥＬ　０７４７－２２－３７８９

Vol.2

自衛官募集のお知らせ自衛官募集のお知らせ
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　昨年まで新型コロナウイルス感染拡大防止のため縮小開催しておりました東吉野まるごと

フェスティバルは、１１月１８日・１９日に通常開催で予定しています。

　農林産物品評会では、1人５点まで出品できますので、出品物の作付準備をお願いします。

　たくさんの出品をお待ちしております。　

　また、文化展覧会、農林産物品評会等への出品、フリーマーケット等への申込は１０月号広

報折込チラシでお知らせします。

　みなさまのご参加お待ちしております。

お問い合わせ先　地域振興課（４２ｰ０４４１）

遊んで流した汗を温泉でスッキリ爽快いい気分になりましょう。

両温泉では、皆様のお越しを心よりお待ちしております。
☆やはた温泉は、ひのき風呂・岩風呂

☆たかすみ温泉は、ひのき風呂・マキ風呂・岩風呂（露天風呂）

◎営業時間

　午前１１時～午後９時（最終受付時間は午後８時３０分まで）

◎温泉の定休日

　（やはた温泉）　毎週火曜日　・　（たかすみ温泉）毎週木曜日

　但し、定休日が祝日の場合は、翌日が定休日となります。

◎入浴料

　両温泉とも、大人５００円（１２歳以上）小人２００円（６歳以上１２歳未満）６歳未満無料

です。

◎お得な入湯情報

　回数券は、大人（１１枚綴り）５，０００円　　小人（１１枚綴り）２，０００円

　ふるさと村・やはた温泉・たかすみの里は、指定管理者制度を利用して、奈良交通株式会社

に管理運営をお願いしています。

　引き続き皆様のさらなるご利用をお願いします。

ゆっくり温泉　いい気分！！ゆっくり温泉　いい気分！！

東吉野まるごとフェスティバル東吉野まるごとフェスティバル
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　電力・ガス・食料品等の物価高騰の影響を受ける家庭や事業者の負担軽減を図るため、水道料金につ
いて令和５年６月から令和５年１１月までの６ヶ月分の基本料金を免除します。
　ただし、基本料金を超える超過料金については請求の対象となります。

令和５年度
水道料金 納期限

令和５年　４月・５月分 通常料金

令和５年

６月３０日

令和５年　６月・７月分　　　　 基本料金のみ免除
※超過料金については必要です ８月３１日

令和５年　８月・９月分　　　　 基本料金のみ免除
※超過料金については必要です １０月３１日

令和５年１０月・１１月分　　　 基本料金のみ免除
※超過料金については必要です 令和６年

１月　４日

令和５年１２月・令和６年１月分 通常料金 ２月２９日
令和６年　２月・３月分　　　 通常料金 ４月３０日

※�口座振替をご利用の方は、各納期月の２５日（２５日が金融機関等休業日の場合、翌営業日）が振替
日となりますので預金残高のご確認をお願いします。

☆水道料金の納付には便利な口座振替をご利用ください。
申込み手続きは
○南都銀行　○奈良県農業協同組合（ＪＡ）　○ゆうちょ銀行の預貯金口座をお持ちの方は、その
金融機関に預貯金通帳と通帳印鑑をご持参の上、お申し込みください。
村内の金融機関には「東吉野村村税等口座振替依頼書」があります。

　使用者の皆様に納めていただく水道料金は、水道事業を進めていくための大切な財源です。
　納期限までに納付してください。
　ご不明な点や質問等ございましたら、地域振興課までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先　地域振興課（４２－０４４１）

　５月８日より新型コロナウイルス感染症が２類感染症から５類感染
症へと移行されました。さくら苑のような介護施設では引き続き感染
対策をとることとなっておりますが、徐々にコロナ前の日常に戻せる
ように努力してまいりたいと考えております。　

皆さんの笑顔が一番です。
　第一興商様からレンタルしているカラオケ機材とインストラクター
をお招きして利用者様に介護予防レクリエーションを実施しました。
皆さん笑顔で楽しんでくださっていました。
面会をご希望の方は、事前にさくら苑までお問い合わせください。

お問い合わせ先　さくら苑　ＴＥＬ　０７４６－３２－８９５０

さくら苑だよりさくら苑だより

水道料金のお知らせ水道料金のお知らせ
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　吉野川の清流を守るため、７月２２日（土）から８月３１日（木）

の間、「吉野川マナーアップキャンペーン」を展開します。生活用

水や農業用水の水源である吉野川の水は、私たちにとって、かけ

がえのないものです。

　この清流を守り、美しい吉野の自然を守るのは、一人ひとりの

心がけと行動です。

　行楽客などにゴミの持ち帰りなどのマナー向上を呼びかけます。

　美しい吉野川を守るためにきれいに後片付けをしましょう。

　このたび、奈良県内での就職を希望する求職者と県内企業・事業所とのマッチングを支援す

る県の就職支援サイト「ジョブならｎｅｔ」を大幅にリニューアルしました。

　県内で働きたい求職者の方や、人材募集をしたい県内企業・事業所の皆様は積極的にご活用

ください。

お問い合わせ　奈良県外国人・人材活用推進室

　　　　　　　ＴＥＬ　０７４２－２７－８８１２

　　　　　　　ＦＡＸ　０７４２－２７－２３１９

　　　　　　　ＵＲＬ　www.job-nara.pref.nara.jp

口座振替日は

納 期 限 は

７月２５日（火）

７月３１日（月）です。

　納税には、便利・安全・確実な口座振替をご利用ください。納期限までに納めましょう。
　（お問い合わせ先）　○固定資産税・国民健康保険税
　　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険料について　　税務保険課
　　　　　　　　　　○介護保険料について　　　　　　　住民福祉課　TEL（４２－０４４１）

固定資産税第２期分・国民健康保険税第１期分
後期高齢者医療保険料（普通徴収分）第１期分
介護保険料（普通徴収分）第１期分の

吉野川マナーアップキャンペーン吉野川マナーアップキャンペーン

奈良県就職支援サイト「ジョブなら net」 がリニューアルしました！奈良県就職支援サイト「ジョブなら net」 がリニューアルしました！
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桜 井 警 察 署
☎0744ｰ46ｰ0110
宇陀警察庁舎
☎0745ｰ82ｰ0110小川駐在所 ☎42ｰ0052　高見駐在所 ☎44ｰ0313

特殊詐欺の手口追加
　ここ最近、自動音声によるガイダンスで誘いをかける手口が増加して

います。

　家庭電話に対し、電話をかけ、コンピューター音声によりガイダンス

を流し、プッシュダイヤル入力をさせ、詐欺の誘いをかけるといった手

口等です。

　冷静になればおかしな電話とすぐに感じるものですが、慣れていない

ことから誘いどおりに入力を進めてしまうといった事案に発展していま

す。

　この手口以外にも、今までの手口である、

役場職員騙り・警察官騙り・百貨店騙り・医者騙り

クレジット会社騙り・銀行員騙り・息子騙り・弁護士騙り

住宅メーカー騙り（「高齢者施設への入所権が当たりました」などともう

し向け、入所する手付け金請求や入所権は転売すれば高額で取引できる

と騙り、名義貸しは犯罪などと言ったりしてお金をだまし取ろうとする

手口）

など、ありとあらゆる手口で騙しにかかってきています。

　冷静に考えればいずれも、看破することができます。

　・�不安を感じさせる話（振り込まなければ裁判になる、警察に逮捕さ

れる、多額の請求がくるなど）

　・�人の欲望をかき立てる話（儲かる、得をするなど）などを餌に、言

葉巧みに誘い出してきます。

　今一度、身に覚えのない電話には、相手をしない、決断する前に誰か

に相談するといった方法で被害に遭わない心がけをしましょう、

夏休み期間における交通トラブルに注意
　これから夏休み期間に入り、レジャーなどで、村内へと様々な人の出

入りが見込まれます。

　普段とは違った車の通行などで、交通事故の発生、通行トラブルが起

こる可能性があります。

　これらのトラブルを回避するため、交通ルールを守り、安全運転を心

がけてください。

　旅行に行かれる際も、行く先々でのトラブル回避のため安全運転に努

めてください。

村内の事件事故（５月中）
●刑法犯等～発生はありませんでした。

●交通事故～人身事故　０件

　　　　　　物損事故　０件

定例人権・行政相談所を
開設します。

日時　７月２０日（木）
　　　１０時～１２時
場所　大字小川　村中央公民館
　差別に関することやプライバ
シーの侵害など、人権問題に関す
ることを人権擁護委員が、また、
行政機関が所轄する業務について
の苦情や要望について、行政相談
委員がそれぞれ相談に応じます。
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一歳の誕生日おめでとう☆

元気に生まれてきてくれて本当にありが

とう。

大きく育ってね。

パパ、ママより

戸籍の 窓
令和５年５月１６日から令和５年６月１５日ま
でに役場窓口に届けられ、ご了承をいた
だいた方のみです。� （敬称略）

　

今
年
の
鮎
漁
解
禁
日
は
あ
い
に
く
の
雨
と
な
り
ま
し
た

が
、
解
禁
を
待
ち
わ
び
た
釣
り
人
が
本
村
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

例
年
に
比
べ
る
と
、
暑
さ
は
ま
だ
控
え
め
な
感
じ
が
し
ま

す
が
、
熱
中
症
等
に
気
を
付
け
て
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

　

７
月
30
日
に
は
、
役
場
下
駐
車
場
や
河
川
な
ど
で
Ｆ
Ａ
Ｍ

２
０
２
３
（
村
魅
力
発
信
イ
ベ
ン
ト
）
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

夏
休
み
の
思
い
出
作
り
に
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
ご
近
所
ご
親

戚
の
方
を
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う
え
沢
山
の
方
が
お
越
し
く
だ

さ
る
事
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
事
前
予
約
制
の

コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
ひ
ろ
し
）

人人の動き
令和５年５月末日現在

　●人　口� １，５５５人（−　６）
　　　男� ７２６人（−　２）
　　　女� ８２９人（−　４）
　●世帯数� ８８９戸（−　４）
� （　）内は先月末現在との比較

樋口　吾徳 ちゃん（小川）

「すくすく育ってね」コーナーでは、満１歳を

迎えられたお子さまを対象に、保護者のご了

承を頂いた方のみ掲載しております。

お悔やみ申し上げます
氏　　名 年　齢 住　所

石　本　眞砂子 ８１歳 伊豆尾

＜お詫びと訂正＞
6月号広報誌の中で、内容に誤りがありました。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びし、訂正いたします。
P1　表紙の投石の滝についての文章
（誤）●�苔が生えてる岩や木々に囲まれた滝は、初夏のさわやかな風を招き入れることているようで、見る者に

心地良さを感じさせている。
（正）●�苔が生えてる岩や木々に囲まれた滝は、初夏のさわやかな風を招き入れることで、見る者に心地良さを

感じさせている。
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